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９３ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づ 環境管理課

く特定施設の設置の許可の申請があった件

９４ 特定第２号漁業者の同意が漁業災害補償法 水産振興課
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９５ 道路の区域を変更する件 高規格道路課
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【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

３０ 政治資金規正法の規定に基づき届出のあっ

た政治団体の名称等を公表する件

３１ 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の

届出事項の異動の届出があった件

３２ 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の

解散の届出があった件

３３ 政治資金規正法の規定に基づく資金管理団

体の指定の届出があった件



【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 職員の任用に関する規則の一部を改正する

規則



徳
島
県
告
示
第
九
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

大
歩
危
峡
観
光
遊
船
有
限
会
社

住

所

三
好
市
山
城
町
西
宇
一
五
二
〇
番
地

代
表
者

代
表
取
締
役
社
長

大
平
修
司

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

峡
谷
の
湯
宿

大
歩
危
峡
ま
ん
な
か

所
在
地

三
好
市
山
城
町
西
宇
一
六
四
四
番
地
一

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
三

ロ
に
規
定
す
る
洗
濯
施
設
及
び
同
号
ハ
に
規
定
す
る
入
浴
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
十
日
ま
で

２

場
所
徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
三
好
市
環
境
福
祉
部
環
境
課



徳
島
県
告
示
第
九
十
四
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
の
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
同
意
が
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
の
で
、
公
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

加
入
区
の
名
称

加
入
区
の
区
域

漁

業

の

区

分

由
岐
加
入
区

由
岐
漁
業
協
同
組
合

底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
（
使
用
す
る
漁
船
の
合
計
総

の
地
区

ト
ン
数
が
二
十
ト
ン
以
上
百
ト
ン
未
満
の
も
の
）
及
び
小
型
定

置
漁
業
以
外
の
漁
業



徳
島
県
告
示
第
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
一
宮
町
東
丁
二
四
〇

番
一
地
先
か
ら

旧

四
・
一
～
六
・
五

五
〇
・
五

８

同

二
五
二

０

一
宮
下
中
筋

２

番
一
地
先
ま
で

同

新

六
・
三
～
八
・
三

五
〇
・
五



徳
島
県
告
示
第
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
東
祖
谷
菅
生
五
八
四

番
五
地
先
か
ら

旧

四
・
三
～
五
・
一

二
〇
・
八

１

同

五
八
四

６

菅
生
伊
良
原

２

番
一
六
地
先
ま
で

同

新

一
四
・
四
～
一
七
・
六

二
〇
・
八



徳
島
県
告
示
第
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
一
宮
町
東
丁
二
四
〇
番
一

８

地
先
か
ら

０

一
宮
下
中
筋

五
〇
・
五

令
和
八
年
二
月
十
七
日

２

同

二
五
二
番
一

地
先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
東
祖
谷
菅
生
五
八
四
番
五

１

地
先
か
ら

６

菅
生
伊
良
原

二
〇
・
八

令
和
八
年
二
月
十
七
日

２

同

五
八
四
番
一

六
地
先
ま
で



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一

政
党
の
支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

会
計
責
任
者

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

の

氏

名

て
設
け
ら
れ
る
支
部

中
道

改
革
連
合
徳

島
県

徳
島
市
吉
野
本
町
二
丁
目
二
〇－

一
七

令

和

八

年

高

橋

永

山

川

誠

衆
議
院
議
員

○

第

１

区

総

支

部

幸
福
堂
ビ
ル
Ⅱ
一
階

一

月

二

十

二

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

三
好
市
池
田
町
イ
ケ
ミ
ナ
ミ
一
九
五
八

令

和

八

年

か

つ

の

り

会

正

木

克

宜

正

木

克

宜

番
地

一

月

十

三

日

三
好
市
池
田
町
イ
ケ
ミ
ナ
ミ
一
九
五
八

令

和

八

年

正

木

か

つ

の

り

後

援

会

正

木

克

宜

正

木

克

宜

番
地

一

月

十

三

日

令

和

八

年

藤

原

ま

さ

き

後

援

会

藤

原

昌

樹

田

岡

秀

平

美
馬
市
美
馬
町
字
中
横
尾
三
六
番
地

一

月

十

四

日



令

和

八

年

藤

枝

主

市

後

援

会

島

尾

明

良

中

川

博

雅

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
一
八
三
六－

三

一

月

二

十

三

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

国
会
議
員
関
係

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一

号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治

政
治
団
体
の
区
分

の
政
治
団
体

団
体

立

憲

民

主

党

徳

島

県

令

和

八

年

庄

野

昌

彦

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

第

１

区

総

支

部

一

月

二

十

日

代
表
者
の
氏
名

庄

野

昌

彦

高

橋

永

会
計
責
任
者
の

東

根

弘

幸

根

ヶ

山

昇

自

由

民

主

党

氏
名

令

和

八

年

眞

貝

浩

司

板

野

町

支

部

主
た
る
事
務
所
の

板
野
郡
板
野
町
川
端
字
鷭
ヶ
須

板
野
郡
板
野
町
川
端
鷭
ヶ
須

一

月

二

十

三

日

所
在
地

三
一－

一

三
一－

一

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日



新

旧

令

和

七

年

松

尾

誠

作

後

援

会

明

石

益

治

代
表
者
の
氏
名

明

石

益

治

高

村

昌

枝

十

二

月

三

十

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

徳

島

県

獣

医

師

連

盟

多

田

利

光

岸

本

裕

治

片

山

正

敏

氏
名

五

月

二

十

九

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

久

川

治

次

郎

後

援

会

久

川

治

次

郎

令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日

橋

本

国

勝

後

援

会

前

川

隆

弘

令
和
七

年
十
二
月
三

十
日

板

野

町

を

よ

く

す

る

会

大

西

洋

二

令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日

玉

井

孝

治

後

援

会

玉

井

孝

治

令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者

資

金

管

理

団

体

（
代
表
者
）
の
氏
名

指
定
年
月
日

氏

名

公
職
の
種
類

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

三

好

市

令

和

八

年

正

木

克

宜

か

つ

の

り

会

三
好
市
池
田
町
イ
ケ
ミ
ナ
ミ
一
九
五
八
番
地

正

木

克

宜

議

会

議

員

一

月

一

日



職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
規
則
四
―
九
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
号
中
「
適
性
試
験
」
を
「
実
地
試
験
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
実
地
試
験
」
を
「
経

歴
評
定
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

人
事
委
員
会
は
、
採
用
試
験
の
実
施
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
実
施
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る

。第
十
六
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
採
用
試
験
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
八
条
中
「
新
聞
、
放
送
」
を
「
徳
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
一
次
試
験
の
実
施
の
日
時
、
試
験
場
そ
の
他
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
当
該
受
験
申
込
書
を
返
還
し
な
け
れ
ば
」
を
「
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば

」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
条

人
事
委
員
会
は
、
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
次
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号

の
発
表
に
併
せ
て
、
徳
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
第
二
次
試
験

の
実
施
の
日
時
、
試
験
場
そ
の
他
受
験
に
必
要
な
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
十
六
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
採
用
試
験
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
結
果
」
を
「
う
ち
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
試
験
種
目
の
結
果
」
に
改
め

る
。第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
合
格
者
の
発
表
）

第
三
十
八
条

人
事
委
員
会
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
徳
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
へ
の
掲
載
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
そ
の
受
験
番
号
を
発
表
す
る
。

２

人
事
委
員
会
は
、
採
用
試
験
の
最
終
合
格
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
徳
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の

掲
載
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
そ
の
受
験
番
号
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
採
用
試
験
に
合
格
し
た

旨
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
合
格
者
に
書
面
で
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
第
五
号
及
び
第
六
号
」
を
「
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
、
第

十
六
条
」
の
下
に
「
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
十
七
条
」
を
加
え
、
「
並
び
に
第
二
十
六
条
か
ら
第

三
十
八
条
」
を
「
ま
で
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く

。
）
並
び
に
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
」
に
、
「
新
聞
、
放
送
」
を
「
徳
島

県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
」
に
、
「
第
三
十
八
条
中
「
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
所
に
合
格
者
の
受

験
番
号
を
掲
示
し
て
発
表
す
る
と
と
も
に
、
採
用
試
験
に
合
格
し
た
旨
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
合
格
者
に

書
面
で
通
知
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
昇
任
試
験
に
合
格
し
た
旨
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
合
格
者
に
書
面
で

通
知
す
る
」
を
「
第
三
十
条
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
次
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番



号
の
発
表
に
併
せ
て
、
徳
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
第
二
次
試
験

の
実
施
の
日
時
、
試
験
場
そ
の
他
受
験
に
必
要
な
事
項
を
公
表
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
次
試
験
の
合
格
者

を
決
定
し
た
と
き
は
、
当
該
合
格
者
に
対
し
、
第
二
次
試
験
の
実
施
の
日
時
、
試
験
場
そ
の
他
受
験
に
必

要
な
事
項
を
通
知
」
と
、
第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
う
ち
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
試
験
種
目
の
結
果

」
と
あ
る
の
は
「
結
果
」
と
、
第
三
十
八
条
第
二
項
中
「
採
用
試
験
の
最
終
合
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
昇

任
試
験
の
合
格
者
」
と
、
「
徳
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
そ
の
受

験
番
号
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
採
用
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
昇
任
試
験
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
の
実
施
」
を
削
り
、
「
第
十
六
条
（
試
験
の
日
時
、
試
験
地
及
び
試

験
場
を
指
定
す
る
権
限
を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
一
条
か
ら
」
を
「
第
十
六
条
本
文
（
試
験
を
実
施
す
る

権
限
に
限
る
。
）
、
第
三
十
一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
二
条
か
ら
」
に
改
め
、

「
ま
で
」
の
下
に
「
並
び
に
第
八
条
第
四
号
に
規
定
す
る
試
験
の
方
法
に
係
る
第
十
六
条
本
文
（
試
験
を

実
施
す
る
権
限
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
六
条
」
の
下
に
「
（
た
だ
し
書
を
除
く

。
）
」
を
加
え
、
「
並
び
に
第
二
十
六
条
」
を
「
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
（

た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
三
十
二
条
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
以
後
に
第
一
次
試
験
を
実

施
す
る
採
用
試
験
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


